
 

 

 
 
  地域の活性化や課題解決に向けて活動している団体に対して、 

その活動を支援するために支援金を交付します。 
 

《 対象となる事業 》 

   上記の団体等が取り組む事業で、次に掲げる事業 

➢ 地域住民の居場所づくり、健康づくり、介護予防を目的とする事業 

➢ 地域の環境保全、景観形成、伝統・文化の継承を目的とする事業 

➢ 地域での子育てを目的とする事業 

➢ 地域の青少年の健全育成を目的とする事業 

➢ その他、地域の活性化に寄与すると認められる事業 
 

《 対象となる団体 》 

   三輪地区内で活動している又は活動しようとする団体 
 

《 補助限度額 》 

   1 事業当たり、原則として 10 万円を限度としますが、応募数などにより 

減額する場合があります。（※応分の自己負担が必要となります。） 
 

《 募集期間 》 

  令和 ８年 ６月 ５日（金） ～ ６月 19 日（金） 
 

《 応募方法 》 

三輪支所に事業計画書（申込書）と事業の見積書を提出してください 

※ 申込書・募集要項は、支所又は市ホームページ（「支所発地域力向上 

支援金」で検索）にあります。事業の詳細は募集要項をご覧ください。 

     

三輪支所発 回 覧 

city.nagano.nagano.jp 

〈お問合せ先〉 

長野市三輪支所 電話：232-2220 FAX：233-3559 

ホームページ：  

地域 力 向上 支 援金 事 業募 集 ！ 

★ 令和 ９年 ３月 31 日までに実施する事業に限ります 


